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【実施要綱６（１）①、６（２）①及び６（３）について】 

問 10 医療・介護サービスどちらも提供している訪問看護ステーションについ

て、医療分野の賃上げ支援補助金と本補助金の双方を申請することは可能と

いうことか。 

（答） 

貴見のとおり。 

 

問 11 「介護従事者」の対象範囲如何。 

（答） 

対象は介護現場で働く幅広い職種（※）を指す。 

※ 介護職、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員（看護師、准看護師、柔道整

復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等）、精神保健福祉士、介

護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管

理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。 

 

問 12－１ 地域包括支援センターは本補助金の対象になるか。 

（答） 

当該センターの設置者が、介護予防支援事業者として指定を受けている場合、

補助金の対象となる。 

 

問 12－２ 地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメント

を指定居宅介護支援事業所に委託している場合、補助金の申請者はどうなる

のか。 

（答） 

 指定介護予防支援事業者としての指定を受けている地域包括支援センターが

申請する。計画書に記入する総報酬には、原案作成委託料として控除されている

分も含めて記入する。 

 なお、地域包括支援センターが原案作成委託料支払業務を国保連に委託して

いる場合、国保連から地域包括支援センターに対し、各指定居宅介護支援事業所

に支払われている帳票が送付されているため、原案作成委託料の確認に当たっ

ては参考にされたい。 
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問 12－３ 地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメント

を指定居宅介護支援事業所に委託している場合、当該地域包括支援センター

が補助金を申請するに当たって、委託先の指定居宅介護支援事業所も、申請要

件を満たす必要があるのか。 

（答） 

補助金の申請に当たっては、申請者となる地域包括支援センターが申請要件

を満たしていることで差し支えない。 

 

問 12－４ 地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメント

を指定居宅介護支援事業所に委託している場合、委託先の指定居宅介護支援

事業所は補助金による賃金改善等の対象となるのか。 

（答） 

委託先の指定居宅介護支援事業所は補助金による賃金改善等の対象となる。そ

の際、地域包括支援センターに交付された補助金は、原則、基準月の介護報酬の

うち委託先の指定居宅介護支援事業所に支払われる原案作成委託料に相当する額

については、各指定居宅介護支援事業所に支払い、委託先の指定居宅介護支援事

業所において、その金額以上の賃金改善等を行うこととするが、一部の指定居宅

介護支援事業所が、賃金改善等を実施することを希望しなかった場合などは、地

域包括支援センターに支給された補助額（委託先の指定居宅介護支援事業所に支

払った額を含む。）に相当する賃金改善等を実施することを前提として、地域包

括支援センターの判断により、柔軟な配分を行うこととして差し支えない。 

 なお、地域包括支援センターが、委託先の指定居宅介護支援事業所の口座情報

を把握していない場合は、各指定居宅介護支援事業所より、地域包括支援センタ

ーに対し口座情報を共有することになる。 

 地域包括支援センターが実績報告を行う際には、委託先の指定居宅介護支援

事業所における賃金改善額（職場環境改善等経費を含む。以下この問において同

じ。）について、委託先の指定居宅介護支援事業所における実際の賃金改善額又

は委託先の指定居宅介護支援事業所に支払った補助額のいずれかの方法で把握

した上で、地域包括支援センターで行った賃金改善額と合計した金額を実績報

告書に記載することとする。その際、委託先の指定居宅介護支援事業所における

実際の賃金改善額又は支払った補助額については、委託先ごとに、実績報告書に

記載することとする。 

 なお、委託先の指定居宅介護支援事業所については、居宅介護支援費として補

助金を申請している場合は、指定居宅介護支援としての実績報告書に原案作成

委託料に上乗せされた補助額を原資に行った賃金改善も含めた賃金改善額につ

いて記載することとする。 

  


